
166-衆-教育再生に関する特別委…-9 号 平成 19 年 05 月 10 日      

 
○笠井委員  

日本共産党の笠井亮です。今回の三法案のうち、学校教育法改正案には、副校長、そして主幹教諭、そ

れから指導教諭という三つの新しい職の設置が盛り込まれております。私は、このことが、学校の教育

現場、とりわけ子供たちにどういう影響をもたらすかという観点から質問をいたします。 

 これは教員の職制を変えるという大きな大変な法案であると私は思っているんですが、この主幹教諭

について見ますと、既に幾つかの地方で導入をされている。これは文部科学省で結構ですが、これまで

に主幹という制度は幾つの県、市で導入をされて、そして、その実態と評価はどのようになっているか、

伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

◆銭谷政府参考人  

これまで、主幹あるいはそれに相当するような職を導入した県は十三、四県だったと思っております。 

 それらの県におきましては、例えば、学校の組織的な課題対応力が向上した、管理職と教員のパイプ

役として教員の意見を吸い上げるなど、より円滑な学校経営が進められるようになったといったような

成果があらわれていると承知をいたしております。 

 

○笠井委員  

 通告してあるのでちゃんと答えてほしいんです。いただいた資料ですが、六つの県と六つの政令市じ

ゃないですか。 

 それで、今、おおむね肯定的な評価だ、成果が上がっているというふうに私は伺ったんですが、そん

なものでは決してないと言わなきゃいけないと思うんです。 

 東京都は、全国に先駆けましてこの制度を二〇〇三年度から導入してやってきた、最も大規模なケー

スでありますが、四年間やってきて、都内の全公立学校を対象とした主幹配置計画の達成状況はどうか

といいますと、お手元に資料を配付させていただきました。それをごらんください。 

 一枚目です。制度が導入された平成十四年、二〇〇三年度以来、受験者数は毎年、二千二百五十八人

から、千三百五十六人、七百二十七人、七百四十四人、そして平成十八年、二〇〇六年度は五百七十七

人で、当初から見ると、四分の一程度へと大きく低下する傾向にあります。合格者数は、合格予定者数

約千人ということでなっていたわけですが、これが大幅に下回りまして、半分程度の五百三十二人にま

でなっている。一番最近の数字であります。 

 その結果、二枚目をめくっていただきたいんですが、平成十九年度、今年度の主幹の配置数、この数

というのは、全校への必要数、これを合わせますと六千百三人に対して、ありますように四千二百三十

一人ということで、まだ千八百七十二人、約二千人近くも足りないということでありまして、実際、手

を挙げる、なり手がなかなかいないというのが実態だと思うんです。 

 既に、東京都の教育庁の人事部は制度全般を見直すための検討を開始したということでありますけれ

ども、これは伊吹大臣に伺いたいんですが、主幹教諭導入、東京でやってきたこのケース、ある意味私

はこれは失敗だというふうに思うんです。このことは明らかじゃないかと思うんですが、どのようにご

らんになりますでしょうか。 

◆伊吹国務大臣  

東京都の教育委員会に、この制度を法制化する際にもいろいろなことを聞いております。細かなこと

でございますので参考人から後で御報告させますが、それを私も読んでみましたが、先生がおっしゃる

ように、今、七割程度の充足ですよね。これをすべて各学校に一律に東京都が考えておられるような方

式で置くのがどうなのか。それはいろいろ考え方があるので、我々の法律では、地方の実情に合わせて

教育委員会の判断に任せるというか、できる職にしてあるわけで、置かねばならない職にはしていない

んです。 

 東京都の評価についてもしお許しをいただければ、ちょっと参考人から報告させます。 

 

○笠井委員  



 細かいことは結構です。今大臣が言われました充足率七割程度という話ですが、小中学校の場合は、

実は今年度中に計画達成というのが東京の目標だったわけです。そして、東京都の場合には、東京都自

身が、平成十八年三月の教員任用制度あり方検討委員会の報告書「これからの教員選考・任用制度につ

いて」の中で、主幹配置についての都の取り組みは国及び他道府県等の注目するところということでや

ってきた、その結果がこういうことになっていて、まだ二千人近く足りない。 

 そして、実際に制度の趣旨どおりやってきても、置くことについてうまくいかないということがあっ

て、都が出している報告書の中でも、選考受験者数の減少の分析で、学校現場からは、主幹を受験しな

い理由として、主幹への昇任時に他校へ異動すること、自校などの主幹を見て多忙そうであること、忙

しい、そして、自分自身に自信がないこと、子育てなど家庭の事情があること、さらに、管理職選考へ

つながっているような印象があることなどが実際にこの分析として挙げられているわけであります。 

 今、大臣、法律の上でも、することができるとしているんだ、これはやらなきゃいけないということ

じゃないんだというふうにおっしゃいましたが、これだけ東京の場合に実際になかなかうまくいかない

という状況がありながら、結局、することができるということを法律の中で書きますと、これは、東京

は一番大きなケースとして四年間やってきたわけです。そうしますと、法律になくても既にやっている

ところがある、それを、することができるということであえて今度法律に書くというのは、国としてこ

れを推奨するということ、そういう意味を持つということになると思うんですよ。 

 そうしますと、私は、実態から見れば、ちょっと待てよ、よく見てみなきゃいけない、これは軽々に

やったら大変なことになる、逆にお勧めできませんよというぐらいの、そのことを国、文科省としては

言うべき性格のこういう結果じゃないかと思うんですが、大臣、どうでしょうか。 

◆銭谷政府参考人  

まず、失礼いたしました、主幹等を導入している都道府県は、正確には十三県でございます。それか

ら……（笠井委員「十三県ですか」と呼ぶ）十三都府県でございます。それから……（笠井委員「市じ

ゃないですか」と呼ぶ）大変失礼しました、十三県市でございます。 

 それから、東京都の主幹についてでございますけれども、私ども、昨年十月、中教審で東京都からヒ

アリングを行いました。その際のいろいろな御説明を聞きますと、まず東京都は、主幹を小学校に二名、

中学校に三名という、かなり配置を多く考えて計画を立てておられます。二十年度までに一応計画を達

成したいということのようでございます。 

 なお、昨年の十月に東京都教育委員会が都立学校長及び区市町村立の学校長等を対象に行った調査に

よりますと、回答者の八六・九％が、主幹制度の導入の結果、学校の組織的課題解決能力が向上した、

こう評価をしているという結果もございます。この結果を踏まえまして、東京都教育委員会としては、

主幹制度の導入により、子供たちの教育環境の向上や、より質の高い教育の提供につながっていると評

価をしていると聞いております。 

 ただ、先ほど先生おっしゃいましたように、小学校二名、中学校三名といったかなりの数の配置を予

定いたしておりますので、配置数が計画の七割程度の充足率となっている中で受験者数が減少している

状況のもと、主幹の質及び量の確保が今後の課題であり、選考方法の見直しや処遇のあり方を検討して

いるということを承知いたしております。 

 

○笠井委員  

 今、ヒアリングされたと言われましたけれども、東京都からというので、都からだけじゃなくて、実

際現場の声を聞かなきゃいけない。そして、今、八六・九％がいい制度だと言われたと言うけれども、

それは校長から聞いたアンケートですよ。そういう形では、実際に子供にじかに接している人たちの意

見を抜きに結局は上から押しつけるやり方を導入した制度というのは、実際には教育の現場になじまな

いということで、だから東京でもなかなかうまくいかないということになっているんだということだと

思うんです。 

 それでは大臣、具体的に現場の実態でちょっと認識を伺いたいんですが、今回の制度改正案によれば、

主幹教諭というのは、校長等を助けて、そして命を受けて校務の一部を整理するということと、あわせ

て児童生徒の教育等をつかさどる、両方やるということであります。つまり、特別の職が設けられる上

に、引き続き児童生徒の教育にも当たるというわけです。東京では、この主幹、実際に四年間やってき



てどういう影響が起こっているか。私も実際に現場の声を直接つかんできました。 

 例えば、子供が、隣のクラスの先生は主幹だから偉い先生だ、こういうふうなことで見ている。ある

いは、保護者会で職員紹介のときにいつも主幹という形で特別の紹介をするものだから、明らかに保護

者に対しても上下関係のように知らせているようだという実態があって、こういう形で教師と児童生徒、

保護者の間に、信頼関係が本来必要なんだけれども、亀裂を生んでいるような状況が生まれている。 

 私は、教育の現場で最も大切にしなきゃいけないのは、教え手と学び手、本当にこの信頼関係だと思

うんですけれども、結局、こういう制度を設けることによって、隣の先生は特別の先生で偉い先生で、

うちは違うんだよねということになったりして、いろいろな形で矛盾とくさびが打ち込まれている。 

 大臣、こういう事態というのは、教育のあり方として極めてまずいんじゃないかと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

◆伊吹国務大臣  

 私はそうは思いませんけれども。一般会社でも、課長さんとか係長さんとか主任さんとかというのは

当然あるわけでして、ただ主任さんとか課長さんとか呼ばれても、それにふさわしくない人はひとりで

に仲間の中からあざ笑われるし、また逆に、肩書がついていない人でも、一生懸命やっている人はみん

なから慕われるし、いずれその人は肩書がついていく。 

 だから、何か肩書がつくことが学校現場をかえって悪くするという先生としての御主張は、それはそ

れで受けとめますが、私はそうは思いません。それは、いわゆるなべ底形というんですか、校長と教頭

以外はすべて平等だという職員室の雰囲気は私はかえっておかしいんじゃないかと思いますけれども。 

 

○笠井委員  

 私、文部科学大臣に一般会社と同じように教育現場を絶対言ってほしくないんですよ。全然違うんで

す。物や製品を扱う会社と、子供という生身の人間を扱って教育する場ですから、同じに扱ってもらい

たくない。これが第一の問題。 

 もう一つ、やはりそういうことが実際にあるという問題なんです。そして、教育の現場で、なべぶた

というふうに言われましたけれども、これは、本来は、教員がひとしく同じような立場にありながら子

供を全体として見ていく、担任であろうとそうでなかろうと。隣の担任であっても、あの子供というこ

とで、いろいろな意味で目を向けながら全体としてやっていくという場なので、私は、いろいろな職階

を設けるということは、むしろ逆になるというふうに思うんです。 

 しかも、主幹自身が、先生は主幹なんだからということで、いわば管理職の仕事を押しつけられて、

勤務時間を超えて仕事をするし、授業の持ち時間も減らずに疲労こんぱいという実態もあるということ

を聞きました。 

 こういう中で、主幹が担任するクラスの授業がある意味片手間になってしまったり、いじめが起こっ

てクラス運営が大変だということも聞きました。子供の前で主幹という姿勢をとるので、子供を力で管

理しようとするようなふうにとられて、余計に反発を受けてクラスが成り立たないということで困って

いるという話も聞きました。 

 ある小学校の主幹が担任するクラスでは、国語や社会は、調べ学習といってすぐパソコンを使って新

聞づくりをさせる。子供からはもっと楽しい勉強をしたいという声があるけれども、なかなか受け入れ

てもらえない。学芸会の劇の責任者だったのに、副校長の研修があるということでリハーサル当日に休

んでしまう。算数もドリル中心。一学期は、子供がこれじゃ嫌だと文句を言って、二学期になると親が

抗議に来て、冬休みには担任をかえてほしいと校長に言いに行くということで、結局この方は、三学期

には担任をおりて、三月には他校に転任をされたということでありました。 

 大臣、やはりこの主幹の配置というのは、教育現場にはこういう実態をもたらしているということに

ついては、それはそれとして、そういうことがあるんだということで認識いただく必要があるんじゃな

いでしょうか。いかがですか。 

◆伊吹国務大臣  

 どうなんでしょう、肩書を教育現場のことは一般会社と同じように考えちゃいけない、それは先生、

あるいはそうかもわかりません。だけれども、大学だって、教授、准教授、みんな肩書があるんじゃな

いですか、学長、副学長。 



 やはりそれは、組織というのは、ある程度の管理職がいてきちっとした統制がとれていかないとうま

く動きませんから、先生のお考えは先生のお考えとして、そういう御主張があるということは結構です

が、私は先生の御主張とは違う考えを持っております。 

 

○笠井委員  

 小中の場合、大学ともこれまた違うんですよ。だから、一概に、一般会社と同じにする、また大学と、

こうやって管理体制があるから当然じゃないかということでやるということが、実際には教育の現場で

いろいろな問題を起こしちゃうという実態を私は申し上げているので、私は、大臣にその現実はきちっ

と見てもらいたいというふうに思うんです。 

 そして、その上、新たな職の導入によって教員の間にも、一般教諭よりも指導教諭、指導教諭よりも

主幹、そして副校長、校長ということで、本来みんなで子供たちの教育に責任を持とうという団結が崩

れて、子供にとって大切な先生たちもばらばらになってしまって、教育の崩壊につながるという事態も

起こって、実際、こんな声があります。 

 学級指導経験の少ない三十代の教諭が主幹になったが、周りのフォローで何とかやっている状態、疑

問を感じるし、そういう人のもとで日々働くのがなかなか大変だ。トップダウンが強まって、みんなで

話し合って協力してつくり出していく教育ができにくくなっている。教育になじまない制度だと思う。

主幹に任せておけばいい、主幹が勝手にやっているという雰囲気も一方では出てきて、人間関係にぎく

しゃくが起こっている。みんなで頑張って学ぼうという力がわいてこない。学校全体の仕事の分担に軽

重をつけるようになって、まして給与などの格差が出ると、これは百害あって一利なしだという御意見

もありました。 

 私は、主幹の設置によってこういう事態が引き起こされることというのは、教育の現場、とりわけ子

供たちにとってよくないというふうにはっきり申し上げなきゃいけないと思うんです。 

 そして、実際に主幹自身も悩んでいます。管理職と一般教員の間に挟まれて苦労している。みずから

が担任するクラスが荒れているが、表ざたにできずに、精神的に参ってしまったということで病気にな

った方もいる。休んだ。降格したくても東京の場合は降格制度がない。初任者研修等の報告書に印を押

すだけが精いっぱいで、人材育成のための時間的な保証も余裕もないのが現状だ。主幹として異動する

ものだから、異動したところではいきなり主幹ということになるので、その学校の実態もわからないま

ま教務や生活指導をやるというので、本当につらいという声も出ているわけです。 

 私、こういう問題でいいますと、やはり実態を調べるべきだと。東京都の教職員組合は、こういう事

態の中で、職の分化にかかわる緊急調査というのを実施して、今、集計中だそうです。 

 例えば、三多摩の九つの自治体を包含するある地域の教員への調査結果によりますと、まだこれは一

部分ですけれども、「「職の分化」で学校は良くなりますか。」この問いに対して、「たいへん良くする」

というのがゼロ、「どちらかといえば良くする」ゼロに対して「どちらともいえない」というのが一人い

らして、「どちらかといえば悪くなる」が十二、「たいへん悪くする」というのが九十三。これは、圧倒

的に現場の感覚としては悪くなる。しかも、職の分化で学校の問題解決能力あるいは学校全体の教育力

が大変もしくはどちらかといえば低下したという答えが、これはまだこれからさらに集計するそうです

が、圧倒的になっている。 

 私は、政府がこの学校教育法改正によって主幹制度をできることとするというふうに盛り込もうとす

るなら、少なくともそれ以前に、東京などの現場の、都に聞きましたというんじゃなくて、やはり試行

例の実態をリアルにつかんで調査することが大前提だと思うんですが、大臣、それは調べるということ

でいかがですか。大臣に、調べるかどうか。 

◆銭谷政府参考人  

私どもは、先ほど申し上げました十三県市から、主幹制度を導入してその状況がどうであるかという

ことは調査をいたしました。 

 先生からはいろいろな主幹制度に伴う問題点の御指摘もありましたが、もちろん、一部そういう課題

のある県はございましたけれども、主幹制度を導入した結果、学校の組織体制の改善が図られ、教員間

のいわば連絡体制もよくできて、そして、主幹制度に基づいて、先生方がそれぞれの役割分担のもとで

学校運営の改善が図られたというケースも多いわけでございます。 



 私どもは、そういった各県市のこれまでの導入の状況、こういうものは広く紹介をしていきたいと思

っております。 

 また、今回、主幹教諭につきましては、置くことができる職として規定をしておりますので、それぞ

れの学校や地域の実情に応じて、設置者でございます都道府県の教育委員会等がいろいろと工夫をしな

がらその配置を進めていける、そしてまた、主幹教諭についても、その処遇の面でもこれからいろいろ

検討していきたい、そういう制度にしていきたいと考えているところでございます。 

 

○笠井委員  

 今ありましたけれども、一般的に調べているという話じゃないです。もう時間が来ましたから終わり

ますが。校長や都に聞いているんじゃだめなんです。実際の現場の教員にちゃんと聞かないと、やはり、

実態としてはこういうことは広範にあるわけで、この東京の現実、深刻な実態をよく調べて、そしてそ

の上でのことでなければ、結局、教育の現場になじまないようなことを持ち込んで、しかも、置くこと

ができることとするということでこれをやりますと、この失敗の経験を全国に広げるということになっ

てしまう。 

 断じてこういうことをやるべきでないということを申し上げて、質問を終わります。 


